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１．自殺対策に関連する相談窓口・事業等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

臨床心理士による自殺に関する電話相談を行っています。（滋賀県の委託事業） 

○自殺対策推進センター電話相談 

【毎日 午前９時～午後９時】 

【電話：077-567-5010】 

滋賀県臨床心理士会 

  

さまざまな悩みや孤独を抱え、生きづらさを感じていらっしゃる方に心から寄り添うこと

を目指しています。 

【毎週金曜日～日曜日 午前 10 時～午後 10 時】 

【電話：077-553-7387  FAX：077-510-0775】 

※毎月 10 日は午前８時～翌日午前８時までフリーダイヤル（0120-738-556）で相

談していただけます。 

※市民向けの公開講座を年１回開催しています。 

※「滋賀いのちの電話」では、１年半の養成講座を修了した相談員が対応しています。 

 

滋賀いのちの電話 

  

多重債務相談、事業者への相談、労働相談、生活保護申請、いじめ相談、自死遺族支援等

について相談していただけます。 

○法律相談センター 

【電話：077-522-3238】 

○こどもの悩みごと相談 

【電話：0120-783-998】 

滋賀弁護士会 

   

職業相談・紹介、職業訓練の相談・申込、障がいがある方の職業相談・紹介、雇用保険受

給の手続き等、仕事に関する相談を受けています。 

【場所：大津市打出浜 14 番 15 号 滋賀労働総合庁舎 1 階、2 階】 

【電話：077-522-3773】 

大津公共職業安定所 

   

相続、登記、成年後見、身近な法律のトラブルについて、広く相談していただけます。 

○滋賀県司法書士会総合相談センター 

【電話：077-525-1093】 

滋賀県司法書士会 
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障害者や高齢者の権利擁護、成年後見制度等に関する相談を受けています。障害者・高齢

者の権利を守り、関係機関の支援者と連携しながら、安心して生活ができるように支援し

ます。（大津市から認定特定非営利活動法人あさがおへ委託して実施） 

【月曜日～金曜日 午前９時～午後５時】 

【電話：077-523-7558】 

※土日祝日、年末年始（12 月 28 日～1 月 4 日）はお休みです。 

大津市権利擁護サポートセンター 

   

警察安全相談として受理し、相談者に対し、相談機関先の教示及び関係機関に情報提供等

引継ぎを行っています。 

【電話：077-522-1234】 

大津警察署 生活安全課 

  

メンタルヘルス対策に取り組もうとする事業場を支援しています。メンタルヘルス不調の

予防から職場復帰支援までメンタルヘルス対策全般について対応する総合相談窓口です。 

【月曜日～金曜日 午前８時 30 分～午後５時 15 分】 

【電話：077-510-0770 FAX：077-510-0775】 

滋賀県産業保健総合支援センター 

  

主治医に相談できない時間帯にお薬のことで相談があれば、お気軽にお電話ください。 

○夜間・休日お薬相談窓口 

【月曜日～土曜日 午後９時～翌日午前 9 時、日曜日・祝日 終日】 

【電話：077-522-1799 FAX：077-510-0775】 

滋賀県薬剤師会 

   

○サロン 

高齢者が集い交流の場、ご近所の情報交換の場となっています。（学区や町によって取り

組み方法に違いはあります。） 

○大津市社会福祉協議会「ふれあい相談」 

大津市内７ブロックで行っている相談活動です。相談内容によって専門機関につなぎま

す。相談セミナー初級・中級を終了した民生委員・児童委員が相談を受けています。 

○民生委員・児童委員として事例に対し個別に対応し、少しでも困難な状態から精神的孤

立、不安を軽減できるように相談に応じています。 

大津市民生委員児童委員協議会連合会 
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○問題行動、ひきこもり等の相談窓口 

【E-mail：ekou0611amaneku@yahoo.co.jp】 

ご家族や当事者の相談内容に適した支援機関へつなぐ際、「えこー」も同行し、以後も寄

り添い、相談や同行の支援を行っております。 

一般社団法人 えこー 

  

○滋賀県断酒同友会アルコール依存症自助グループ 

【電話：0748-72-7204】松本（会長） 

【電話：090-1487-4623】片尾（大津支部長） 

○滋賀県断酒同友会家族会（あゆの会）アルコール依存症“家族”自助グループ 

【電話：0748-72-3792】青木（会長） 

【電話：090-1487-4623】片尾（大津支部） 

滋賀断酒同友会 大津支部 

   

入寮を前提として、同じ悩みを持つ仲間と回復と成長のための居場所を提供し、薬物依存

症回復プログラムを実践しています。 ※びわこダルクへの入寮は有料です。 

【月曜日～金曜日 午前９時～午後５時】 

【電話：077-521-2944 FAX：077-521-2977】 

 

特定非営利活動法人 びわこダルク 

 
 
 

大切な人を自死で亡くした遺族が、今の心境や、悲しみや自責の念、怒りなどの様々な想いを

語り合う「分かち合いの会」を行っています。途中、話をさえぎってアドバイスや質問等はせ

ずに、みんなで耳を傾けるスタイルでしています。無理に話す必要もなく、話を聞くだけでも

構いません。ニックネームや匿名でのご参加も可能です。 

後半の 30 分間ほどは、茶菓子をいただきながらの雑談タイムを、日常とのワンクッションに

なるために設けています。 

【毎月第 3 土曜日 午後２時～午後４時（午後１時 30 分受付開始）】 

【場所：アクティ近江八幡 ２階会議室 （近江八幡市鷹飼町南四丁目-5）】 

【ホームページ http://naginokai.g2.xrea.com/ 】 

【問合せ：滋賀県立精神保健福祉センター 電話 077-567-5010】 

※参加費 300 円（茶菓代） 

 ※申込は不要、直接会場へ  

 

自死遺族の会 凪の会 

http://naginokai.g2.xrea.com/
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２．大津市自殺対策連絡協議会設置要綱 

 

大津市自殺対策連絡協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 本市における自殺の防止に係る対策を講ずるに当たり、関係機関等と意見交換及び情

報共有を行い、並びに連携を図るため、大津市自殺対策連絡協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

⑴ 本市における自殺の発生状況及びその背景についての意見交換及び情報共有に関する

こと。 

⑵ 自殺をする危険性が高い者への支援策の検討に関すること。 

⑶ 支援者の相談スキルの向上に向けた取組に関すること。 

⑷ その他自殺防止対策に関すること。 

（構成員） 

第３条 協議会は、別表に掲げる関係機関等で構成する。 

（運営）                                              

第４条 協議会に座長を置き、構成員の互選により定める。 

２ 座長は、協議会の会議の進行を行う。 

（部会） 

第５条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

（庶務）   

第６条 協議会の庶務は、大津市保健所保健予防課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１月１８日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３１年３月６日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

１ 関係機関 

⑴ 滋賀医科大学 

⑵ 大津赤十字病院 

⑶ 滋賀医科大学医学部附属病院 

⑷ 市立大津市民病院 

⑸ 滋賀県立精神保健福祉センター 

⑹ 大津労働基準監督署 

⑺ 大津公共職業安定所 

⑻ 大津警察署 

⑼ 大津市役所内関係課 

２ 関係団体 

⑴ 滋賀県精神神経科医会 

⑵ 公益社団法人大津市医師会 

⑶ 一般社団法人大津市薬剤師会 

⑷ 滋賀弁護士会 

⑸ 滋賀県司法書士会 

⑹ 滋賀県臨床心理士会 

⑺ 認定特定非営利活動法人滋賀いのちの電話 

⑻ 滋賀県断酒同友会大津支部 

⑼ 特定非営利活動法人びわこダルク 

⑽ 認定特定非営利活動法人あさがお 

⑾ 大津市民生委員児童委員協議会連合会 

⑿ 社会福祉法人大津市社会福祉協議会 
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３．大津市自殺対策連絡協議会名簿 

（１）令和元年度大津市自殺対策連絡協議会 名簿 

  所   属 委員名（敬称略） 

1 滋賀県精神神経科医会 楢林 理一郎 

2 滋賀医科大学 尾関 祐二 

3 大津市医師会 饗庭 昭彦 

4 大津市薬剤師会 枩田 敬弘 

5 滋賀弁護士会 黒田 啓介 

6 滋賀県司法書士会 深田 程子 

7 滋賀県臨床心理士会 磯部 美也子 

8 認定特定非営利活動法人 滋賀いのちの電話 千原 美重子 

9 滋賀県断酒同友会 大津支部 片尾 佳世 

10 特定非営利活動法人 びわこダルク 箕輪 隆登 

11 特定非営利活動法人 あさがお 近澤 貴徳 

12 大津市民生委員児童委員協議会連合会 津田 洋子 

13 大津市社会福祉協議会 山口 浩次 

14 大津赤十字病院 萩野 香 

15 滋賀医科大学医学部附属病院 髙矢 理沙 

16 地方独立行政法人 市立大津市民病院 上林 五月 

17 大津警察署 生活安全課 関 早紀子 

18 大津労働基準監督署 枡谷 佳幸 

19 大津公共職業安定所 井ノ口 博一 

20 滋賀県立精神保健福祉センター 辻本 哲士 

21 滋賀県立精神保健福祉センター 池田 健太郎 

22 大津市 人権・男女共同参画課 谷口 信子 

23 大津市 市民相談室 竹下 ゆか里 

24 大津市 文化・青少年課 吉田 美紀 

25 大津市 いじめ対策推進室 森 真哉 

26 大津市 消費生活センター 田村 秀徳 

27 大津市 福祉政策課 髙橋 直輝 

28 大津市 障害福祉課 中島 真介 

29 大津市 生活福祉課 山本 茂 

30 大津市 子ども家庭相談室 髙橋 忠 

31 大津市 長寿政策課 平田 浩二 

32 大津市 商工労働政策課 西村 祐太郎 

33 大津市教育委員会 児童生徒支援課 谷口 秀美 

34 大津市教育委員会 学校教育課 杉江 薫 

35 大津市消防局 救急高度化推進室 小田 浩文 

36 大津市保健所 健康推進課 西本 美和 
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（２）令和元年度大津市自殺対策連絡協議会 事務局 名簿 

 所   属 氏名（敬称略） 

1 大津市保健所 所長 中村 由紀子 

2 大津市保健所 保健予防課 課長 岡嶋 一郎 

3 大津市保健所 保健予防課 課長補佐 白子 京弥 

4 大津市保健所 保健予防課 精神・難病支援係長 中島 美和 

5 大津市保健所 保健予防課 管理係長 西川 裕司 

6 大津市保健所 保健予防課 精神・難病支援係 主任 中村 瑞枝 

7 大津市保健所 保健予防課 管理係 主事 西村 友秀 

 

４．計画策定経過 

 

日 程 会議の名称等 報告・議事内容等 

令和元年 

５月 21日（火） 

大津市自殺対策計画

策定庁内ワーキング

グループ 

・自殺対策計画の策定について 

・自殺対策計画の骨子案について 

・自殺対策計画に盛り込む事業の整

理について 

８月７日（水） 

大津市自殺対策計画

策定庁内ワーキング

グループ 

・自殺対策計画の素案について 

10月３日（木） 
大津市自殺対策計画

策定部会 

・自殺対策計画の策定について 

・自殺対策計画の素案について 

・自殺対策計画に盛り込む事業につ

いて 

11月 28日（木） 
大津市自殺対策計画

策定部会 

・自殺対策計画の計画案について 

・「自殺」「自死」のことばの使い分

けについて 

令和２年 

１月６日（月） 

   ～  

１月 27日（月） 

パブリックコメント実施 

２月 13日（木） 
大津市自殺対策連絡

協議会 
・大津市自殺対策計画について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大津市自殺対策計画 

令和２年３月 

〒520-0047 滋賀県大津市浜大津四丁目 1番 1号 

電話：077-522-6766 ファックス：077-525-6161 

e-mail：otsu1443@city.otsu.lg.jp 
  


